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告

示

福
井
県
告
示
第
３
４
７
号

　
公

印
の

調
製

を
し

た
の

で
、

福
井

県
公

印
規

則
（

昭
和

３
３

年
福

井
県

規
則

第
５

２
号

）
第

３
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。

　
　

令
和

３
年

８
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

調
製

し
た

公
印

　
使

用
開

始
年

月
日

　
　

令
和

３
年

９
月

１
日

　
規

　
格

　
　

方
２

．
１

セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル

　
印

　
影

　
　

福
井

県
名

古
屋

事
務

所
長

印

　
　

福
井
県
告
示
第
３
４
８
号

　
福

井
県

青
少

年
愛

護
条

例
（

昭
和

３
９

年
福

井
県

条
例

第
１

５
号

）
第

１
０

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

次
の

も
の

を
青

少
年

の
健

全
な

育
成

に
有

害
な

興
行

と
し

て
指

定
し

た
の

で
、

同
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
公

示
す

る
。

　
　

令
和

３
年

８
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

指
定

理
由

 　
著

し
く

性
的

感
情

を
刺

激
し

、
ま

た
は

著
し

く
粗

暴
性

、
残

虐
性

も
し

く
は

犯
罪

を
誘

発
助

長
す

る
性

質
を

有
し

、
青

少
年

の
健

全
な

育
成

を
阻

害
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
。

指
定

年
月

日
　

令
和

３
年

８
月

１
９

日

種
別

題
名

制
作

会
社

、
配

給
会

社
等

名

映
画

痴
漢

人
生

模
様

　
車

内
で

連
結

深
町

組

〈
新

東
宝

映
画

〉

映
画

マ
リ

グ
ナ

ン
ト

　
狂

暴
な

悪
夢

（
原

題
）

M
A

L
IG

N
A

N
T

ワ
ー

ナ
ー

・
ブ

ラ
ザ

ー
ス

映
画

（
ア

メ
リ

カ
）

　
　

福
井
県
告
示
第
３
４
９
号

　
救

急
病

院
等

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
３

９
年

厚
生

省
令

第
８

号
）

第
１

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

消
防

法
（

昭
和

２
３

年
法

律
第

１
８

６
号

）
第

２
条

第
９

項
の

救
急

業
務

に
係

る
医

療
機

関
を

認
定

し
た

の
で

、
同

令
第

２
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
告

示
す

る
。

　
　

令
和

３
年

８
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

区
分

　
救

急
病

院

２
　

名
称

　
木

村
病

院

３
　

所
在

地
　

福
井

県
鯖

江
市

旭
町

４
丁

目
４

番
９

号

４
　

認
定

の
有

効
期

間

　
　

自
　

令
和

３
年

９
月

１
日

　
　

至
　

令
和

６
年

８
月

３
１

日

　
　

福
井
県
告
示
第
３
５
０
号

　
漁

業
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
２

６
７

号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

第
５

８
条

に
お

い
て

読
み

替
え

て
準

用
す

る
同

法
第

４
２

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

お
よ

び
同

項
の

規
定

を
実

施
す

る
た

め
、

法
第

５
７

条
第

１
項

の
農

林
水

産
省

令
で

定
め

る
漁

業
お

よ
び

福
井

県
漁

業
調

整
規

則
（

令
和

２
年

福
井

県
規

則
第

５
６

号
。

以
下

「
規

則
」

と
い

う
。

）
第

４
条

第
１

項
各

号
に

掲
げ

る
漁

業
に

つ
き

、
規

則
第

１
１

条
第

１
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

に
関

す
る

制
限

措
置

お
よ

び
申

請
す

べ
き

期
間

を
次

の
よ

う
に

定
め

た
の

で
公

示
す

る
。

　
　

令
和

３
年

８
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
 　

許
可

ま
た

は
起

業
の

認
可

を
す

べ
き

船
舶

等
の

数
お

よ
び

船
舶

の
総

ト
ン

数
ま

た
は

漁
業

者
の

数
そ

の
他

の
制

限
措

置

表
１

　
法

第
５

７
条

第
１

項
の

農
林

水
産

省
令

で
定

め
る

小
型

機
船

底
び

き
網

漁
業
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漁
業

種
類

許
可

ま
た

は
起

業
 

の
認

可
を

す
べ

き
 

船
舶

等
の

数

船
舶

の
総

ト
ン

数

推
進

機
関

の
馬

力
数

操
業

区
域

漁
業

時
期

漁
業

を
営

む

者
の

資
格

漁
業

種
類

の
名

称

水
産

動
植

物
の

種
類

漁
具

の
種

類
そ

の
他

の
漁

業
の

方
法

機
船

底
び

き
網

漁
業

（
手

繰
第

１
種

漁
業

）

（
略

）
（

略
）

０
（

許
可

ま
た

は
起

業
の

認
可

を
受

け
 

て
い

る
船

舶
の

数
：

３
８

隻
）

（
略

）
（

略
）

（
略

）
（

略
）

福
井

県
に

住

所
を

置
く

者

０
（

許
可

ま
た

は
起

業
の

認
可

を
受

け
て

い
る

船
舶

の
数

：
 

９
隻

）

（
略

）
（

略
）

石
川

県
に

住

所
を

置
く

者

な
ま

こ
こ

ぎ
網

漁
業

（
手

繰
第

２
種

漁
業

）

（
略

）
（

略
）

７
（

許
可

ま
た

は
起

業
の

認
可

を
受

け
て

い
る

船
舶

の
数

：
 

７
隻

）

（
略

）
（

略
）

（
略

）
（

略
）

小
浜

市
の

う

ち
、

小
浜

地

域
、

西
津

地

域
お

よ
び

内

外
海

地
域

（

甲
ヶ

崎
、

仏

谷
、

堅
海

、

若
狭

の
地

区

に
限

る
）

に
住

所
を

置

く
者

な
ま

こ
け

た
網

漁
業

（
手

繰
第

３
種

漁
業

）

（
略

）
（

略
）

１
（

許
可

ま
た

は
起

業
の

認
可

を
受

け
て

い
る

船
舶

の
数

：
 

９
隻

）

（
略

）
（

略
）

（
略

）
（

略
）

小
浜

市
の

う

ち
、

小
浜

地

域
、

西
津

地

域
お

よ
び

内

外
海

地
域

（

甲
ヶ

崎
、

仏

谷
、

堅
海

、

若
狭

の
地

区

に
限

る
）

に
住

所
を

置

く
者

表
２

　
規

則
第

４
条

第
１

項
第

１
７

号
に

掲
げ

る
あ

わ
び

漁
業
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漁
業

種
類

許
可

ま
た

は
起

業
の

認
可

を
す

べ
き

船
舶

等
の

数

船
舶

の
総

ト
ン

数

推
進

機
関

の
馬

力
数

操
業

区
域

漁
業

時
期

漁
業

を
営

む

者
の

資
格

漁
業

種
類

の
名

称

水
産

動
植

物
の

種
類

漁
具

の
種

類
そ

の
他

の
漁

業
の

方
法

あ
わ

び
漁

業

（
略

）
（

略
）

０
（

許
可

ま
た

は
起

業
の

認
可

を
受

け
て

い
る

漁
業

者
の

数
：

５
３

）

（
略

）
（

略
）

（
略

）
（

略
）

あ
わ

ら
市

坂
井

市

福
井

市

越
前

町

に
住

所
を

置

く
者

０
（

許
可

ま
た

は
起

業
の

認
可

を
受

け
て

い
る

漁
業

者
の

数
：

７
）

（
略

）
小

浜
市

に
住

所
を

置
く

者

２
（

許
可

ま
た

は
起

業
の

認
可

を
受

け
て

い
る

漁
業

者
の

数
：

８
）

（
略

）
高

浜
町

に
漁

業
の

根
拠

地

を
有

す
る

者

表
３

　
規

則
第

４
条

第
１

項
第

１
８

号
に

掲
げ

る
な

ま
こ

漁
業

漁
業

種
類

許
可

ま
た

は
起

業
 

の
認

可
を

す
べ

き
 

船
舶

等
の

数

船
舶

の
総

ト
ン

数

推
進

機
関

の
馬

力
数

操
業

区
域

漁
業

時
期

漁
業

を
営

む

者
の

資
格

漁
業

種
類

の
名

称

水
産

動
植

物
の

種
類

漁
具

の
種

類
そ

の
他

の
漁

業
の

方
法

な
ま

こ
漁

業

（
略

）
（

略
）

０
（

許
可

ま
た

は
起

業
の

認
可

を
受

け
 

て
い

る
漁

業
者

の
 

数
：

４
３

）

　
（

略
）

　
（

略
）

（
略

）
（

略
）

あ
わ

ら
市

坂
井

市

福
井

市

越
前

町

に
住

所
を

置

く
者

０
（

許
可

ま
た

は
起

業
の

認
可

を
受

け
 

て
い

る
漁

業
者

の
 

数
：

７
）

（
略

）
小

浜
市

に
住

所
を

置
く

者

２
（

許
可

ま
た

は
起

（
略

）
高

浜
町

に
漁
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て
い

る
漁

業
者

の
 

数
：

１
６

）

業
の

根
拠

地

を
有

す
る

者

２
　

許
可

ま
た

は
起

業
の

認
可

を
申

請
す

べ
き

期
間

　
⑴

　
小

型
機

船
底

び
き

網
漁

業

　
　

ア
　

な
ま

こ
こ

ぎ
網

漁
業

　
　

　
　

令
和

３
年

１
１

月
１

日
か

ら
令

和
３

年
１

１
月

３
０

日
ま

で

　
　

イ
　

な
ま

こ
け

た
網

漁
業

　
　

　
　

令
和

３
年

９
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

９
月

３
０

日
ま

で

　
⑵

　
あ

わ
び

漁
業

お
よ

び
な

ま
こ

漁
業

　
　

　
令

和
３

年
９

月
１

日
か

ら
令

和
３

年
９

月
３

０
日

ま
で

　
　

福
井
県
告
示
第
３
５
１
号

　
森

林
法

（
昭

和
２

６
年

法
律

第
２

４
９

号
）

第
２

６
条

の
２

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
保

安
林

の
指

定
を

解
除

す
る

の
で

、
同

法
第

３
３

条
第

６
項

に
お

い
て

準
用

す
る

同
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
告

示
す

る
。

　
　

令
和

３
年

８
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

解
除

保
安

林
の

所
在

場
所

　
　

福
井

市
西

二
ツ

屋
町

１
字

大
塚

１
の

１
４

・
大

窪
町

４
２

字
竈

屋
山

１
の

２
７

２
　

保
安

林
と

し
て

指
定

さ
れ

た
目

的

　
　

潮
害

の
防

備

３
　

解
除

の
理

由

　
　

指
定

理
由

の
消

滅

　
　

福
井
県
告
示
第
３
５
２
号

　
建

築
基

準
法

（
昭

和
２

５
年

法
律

第
２

０
１

号
）

第
４

２
条

第
１

項
第

５
号

に
規

定
す

る
道

路
の

位
置

を
指

定
し

た
の

で
、

建
築

基
準

法
施

行
規

則
（

昭
和

２
５

年
建

設
省

令
第

４
０

号
）

第
１

０
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
告

す
る

。

　
　

令
和

３
年

８
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
丹

南
土

木
事

務
所

長
　

田
中

　
秀

樹

１
　

申
請

者
の

住
所

な
ら

び
に

名
称

お
よ

び
代

表
者

の
氏

名

　
　

福
井

県
越

前
市

東
千

福
町

２
５

番
３

０
号

　
　

西
部

開
発

　
　

中
屋

　
敬

三

２
　

道
路

位
置

の
指

定
表

示
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道

路
の

指
定

を
受

け
た

位
置

幅
　
員

（
単
位
：
メ
ー
ト
ル
）

延
　
長

（
単
位
：
メ
ー
ト
ル
）

越
前

市
上

大
坪

町
８

字
小

鳥
１

番
１

の
一

部
、

２
番

１
の

一
部

、
１

６
番

の
一

部
６

．
０

０
４

５
．

５
０
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政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

調
達

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
の

落
札

者
を

決
定

し
た

の
で

、
特

定
調

達
契

約
に

係
る

福
井

県
財

務
規

則
の

特
例

に
関

す
る

規
則

（
平

成
７

年
福

井
県

規
則

第
８

２
号

。
以

下
「

規
則

」
と

い
う

。
）

第
１

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

告
す

る
。

　
　

令
和

３
年

８
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

落
札

に
係

る
物

品
の

名
称

お
よ

び
数

量

　
　

ク
レ

ー
ン

付
き

ト
ラ

ッ
ク

（
車

両
総

重
量

８
ｔ

未
満

）
　

７
台

２
　

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

お
よ

び
所

在
地

　
　

福
井

県
土

木
部

道
路

保
全

課

　
　

福
井

県
福

井
市

大
手

３
丁

目
１

７
番

１
号

３
　

落
札

者
を

決
定

し
た

日

　
　

令
和

３
年

７
月

２
８

日

４
　

落
札

者
の

名
称

お
よ

び
住

所

　
　

レ
ン

タ
カ

ー
パ

ー
ト

ナ
ー

ズ
株

式
会

社

　
　

オ
リ

ッ
ク

ス
レ

ン
タ

カ
ー

福
井

駅
前

店

　
　

福
井

市
日

之
出

２
丁

目
８

－
５

５
　

契
約

金
額

　
　

１
１

９
，

６
５

８
，

０
０

０
円

６
　

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
手

続

　
　

一
般

競
争

入
札

７
　

規
則

第
４

条
の

規
定

に
よ

る
公

告
を

行
っ

た
日

　
　

令
和

３
年

６
月

１
５

日

　
　

　
都

市
計

画
法

（
昭

和
４

３
年

法
律

第
１

０
０

号
）

第
２

９
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
許

可
し

た
開

発
行

為
に

関
す

る
工

事
が

完
了

し
た

の
で

、
同

法
第

３
６

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
告

す
る

。　
　

令
和

３
年

８
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

開
発

区
域

ま
た

は
工

区
に

含
ま

れ
る

地
域

の
名

称

　
　

坂
井

市
坂

井
町

宮
領

１
４

字
伊

井
田

２
番

、
３

番
お

よ
び

４
番

２
　

開
発

許
可

を
受

け
た

者
の

住
所

お
よ

び
氏

名

　
　

吉
田

郡
永

平
寺

町
松

岡
芝

原
２

丁
目

４
１

番
地

　
　

豊
島

繊
維

株
式

会
社

　
　

代
表

取
締

役
社

長
　

豊
島

　
雅

之

公

告

人
事
委
員
会
規
則

　

福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
八
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
人
事
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

野
村　

直
之

福
井
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

　
　
　

福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
井
県
人
事
委
員
会
規

則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
十
一
知
事
の
事
務
部
局
の
部
大
阪
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

名
古
屋

事
務
所

所
長

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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福
井
県
監
査
委
員
告
示
第
１
３
号

　
地

方
自

治
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
６

７
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

２
４

２
条

第
１

項
の

規
定

　

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
八
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
人
事
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

野
村　

直
之

福
井
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　
　
　

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
井
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
の
表
知
事
の
事
務
部
局
の
部
大
阪
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

名
古
屋

事
務
所

所
長

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
地

方
公

務
員

法
（

昭
和

２
５

年
法

律
第

２
６

１
号

）
第

１
８

条
の

規
定

に
基

づ
き

、
令

和
３

年
度

の
福

井
県

の
職

員
採

用
Ⅰ

種
試

験
（

追
加

募
集

）
を

実
施

す
る

の
で

、
職

員
の

任
用

に
関

す
る

規
則

（
昭

和
５

７
年

福
井

県
人

事
委

員
会

規
則

第
６

号
）

第
８

条
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

告
す

る
。

　
　

令
和

３
年

８
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
人

事
委

員
会

１
　

試
験

の
区

分
お

よ
び

採
用

予
定

人
員

試
験

の
区

分
採

用
予

定
人

員

林
学

一
般

方
式

４
人

程
度

新
方

式

電
気

一
般

方
式

１
人

程
度

新
方

式

２
　

受
験

資
格

　
 　

受
験

す
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
昭

和
６

２
年

４
月

２
日

か
ら

平
成

１
２

年
４

月
１

日
ま

で
に

生
ま

れ
た

者
ま

た
は

平
成

１
２

年
４

月
２

日
以

降
に

生
ま

れ
た

者
で

、
学

校
教

育
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第

２
６

号
）

第
８

３
条

の
大

学
（

短
期

大
学

を
除

き
、

人
事

委
員

会
が

同
等

と
認

め
る

も
の

を
含

む
。

以

下
同

じ
。

）
を

現
に

卒
業

し
た

者
も

し
く

は
令

和
４

年
３

月
３

１
日

ま
で

に
卒

業
す

る
見

込
み

の
者

と

す
る

。
た

だ
し

、
日

本
の

国
籍

を
有

し
な

い
者

お
よ

び
地

方
公

務
員

法
第

１
６

条
に

規
定

す
る

欠
格

条

項
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

は
、

受
験

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

３
　

試
験

の
日

時
、

場
所

お
よ

び
方

法
な

ら
び

に
合

格
者

の
発

表
の

時
期

お
よ

び
方

法

　
⑴

　
第

１
次

試
験

　
　

ア
　

日
時

　
　

　
　

令
和

３
年

１
０

月
１

７
日

（
日

）
午

前
９

時
か

ら

　
　

イ
　

場
所

　
　

　
ア

　
福

井
市

ま
た

は
そ

の
近

郊

　
　

　
イ

　
東

京
都

内

　
　

ウ
　

方
法

　
　

　
 　

大
学

卒
業

程
度

の
知

識
、

能
力

等
に

つ
い

て
、

一
般

方
式

試
験

で
は

教
養

試
験

、
新

方
式

試
験

で
は

基
礎

能
力

試
験

を
行

う
。

ま
た

、
両

試
験

と
も

専
門

試
験

お
よ

び
適

性
検

査
Ⅰ

を
行

う
。

　
　

エ
　

合
格

者
の

発
表

の
時

期
お

よ
び

方
法

　
　

　
 　

令
和

３
年

１
０

月
２

８
日

（
木

）
に

福
井

県
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
合

格
者

の
受

験
番

号
を

掲
載

す
る

ほ
か

、
合

格
者

に
は

そ
の

旨
を

書
面

に
よ

り
通

知
す

る
。

　
⑵

　
第

２
次

試
験

　
　

ア
　

日
時

　
　

　
　

令
和

３
年

１
１

月
中

下
旬

　
　

イ
　

場
所

　
　

　
　

福
井

市
内

（
予

定
）

　
　

ウ
　

方
法

　
　

　
　

第
１

次
試

験
の

合
格

者
に

対
し

て
、

論
文

試
験

、
口

述
試

験
お

よ
び

適
性

検
査

Ⅱ
を

行
う

。

　
　

　
　

ま
た

、
一

定
の

語
学

資
格

を
有

す
る

者
に

つ
い

て
、

一
定

点
を

総
合

得
点

に
加

点
す

る
。

　
⑶

　
最

終
合

格
者

の
発

表
の

時
期

お
よ

び
方

法

　
　

 　
令

和
３

年
１

２
月

中
旬

に
、

福
井

県
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
最

終
合

格
者

と
し

て
第

２
次

試
験

の
合

格
者

の
受

験
番

号
を

掲
載

す
る

ほ
か

、
第

２
次

試
験

の
受

験
者

全
員

に
合

否
の

結
果

を
書

面
に

よ
り

通
知

す
る

。

４
　

受
験

手
続

　
⑴

　
受

験
の

申
込

み
の

方
法

　
　

　
ふ

く
ｅ

－
ね

っ
と

電
子

申
請

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

て
申

し
込

む
こ

と
。

　
⑵

　
受

付
期

間

　
　

　
令

和
３

年
８

月
３

１
日

（
火

）
か

ら
同

年
９

月
２

１
日

（
火

）
ま

で

５
　

そ
の

他

　
⑴

　
試

験
に

関
す

る
問

合
せ

は
、

福
井

県
人

事
委

員
会

事
務

局
に

行
う

こ
と

。

　
⑵

　
試

験
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、

別
に

作
成

す
る

試
験

案
内

を
参

照
す

る
こ

と
。

　
⑶

 　
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

拡
大

の
状

況
に

よ
り

、
試

験
の

日
時

、
場

所
を

変
更

す
る

場
合

が
あ

る
。

人
事
委
員
会
公
告

監
査
委
員
会
告
示
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に
よ

る
住

民
監

査
請

求
に

つ
い

て
、

同
条

第
５

項
の

規
定

に
よ

り
監

査
を

行
い

、
そ

の
結

果
を

令
和

３
年

８
月

２
３

日
付

け
で

請
求

人
に

通
知

し
た

の
で

、
こ

れ
を

公
表

す
る

。

　
　

令
和

３
年

８
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
監

査
委

員
　

笹
岡

　
一

彦

　
　

　
　

　
　

同
　

　
　

　
　

　
　

西
畑

　
知

佐
代

　
　

　
　

　
　

同
　

　
　

　
　

　
　

江
川

　
権

一

　
　

　
　

　
　

同
　

　
　

　
　

　
　

伊
藤

　
和

弘

第
１
 

請
求
の
内
容 

 原
文
の
と
お
り

（
事
実
証

明
書
は
省
略
）
。 

 
福
井
県
職
員
措
置
請
求
書 

 
 
請

求
の
要
旨 

 
 

福
井
県
知
事
に

、
令
和
３

年
６
月
３
０
日
現
在
、
福
井
県

ア
ー

チ
ェ
リ

ー
セ
ン

タ
ー

の
備
品
で
あ

る
雨
天
練

習

ケ
ー

ジ
を

指
定

管
理

団
体

で
あ

る
ア

ー
チ

ェ
リ

ー
ク

ラ
イ

ミ
ン

グ
振

興
協

議
会

に
賠

償
さ

せ
ず

放
置

し
て

い

る
と
い
う

財
産
管
理
を

怠
る
事
実

が
あ

る
。

 

依
っ
て
、
福

井
県
知

事
は

指
定
管
理

団
体
に
賠
償

さ
せ

、
県
に
は

財
産
管
理

を
怠
ら
な
い

こ
と
を
勧
告

さ
れ

た
い
。 

  第
２
 

請
求

人
 

 
（

 
略

 
） 

  第
３
 

請
求
の
受
理
 

 

 
 
令
和
３
年

７
月
９
日

に
要
件
審
査
を

行
い
、
本
件
措
置
請
求
の
受
理
を

決
定
し
た
。
 

  

第
４
 

監
査
の
実
施
 

 

 
１
 
請
求
人
に

よ
る
新
た

な
証
拠
の
提
出
お
よ
び
陳

述
 

 

請
求
人
に
対
し

て
、
法
第
２
４
２
条

第
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
３
年
７
月

１
６
日
に
新
た
な
証
拠
の
提
出
お

よ
び
陳
述
の
機
会

を
設
け
、

請
求
人
は
請
求
の

要
旨
を
陳
述
し
た
。
 

  ２
 

監
査
対
象
機
関

の
監
査
 

 

監
査

対
象

機
関

（
以

下
「

対
象

機
関

」
と

い
う

。
）

を
福

井
県

交
流

文
化

部
文

化
・

ス
ポ

ー
ツ

局
ス

ポ
ー

ツ
課

と

し
、
関
係
書
類
の

提
出
お
よ

び
説
明
を
求
め
た

。
 

  

３
 

関
係
人
の
調
査

 

 

法
第
１
９
９
条

第
８
項
の

規
定
に
よ
り
、
本
件
請
求
の
関
係
人
で
あ
る

福
井
県
ア
ー
チ

ェ
リ
ー
・
ク
ラ
イ

ミ
ン
グ

振
興
協
議
会
に
対

し
て
調
査

を
行
っ
た
。
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第
５
 
監
査
の
結
果

 

 １
 
事
実
関
係
の

確
認
 

対
象
機
関
に

対
す
る
監
査
お
よ
び
関
係
人
へ

の
調
査
の
結
果
、
次
の

事
実
を
確
認
し
た
。
 

 

（
１
）
本
件
請
求

に
係
る
雨
天
練
習
ケ
ー
ジ
に
つ

い
て
 

・
雨

天
練

習
ケ

ー
ジ

（
以

下
「

当
該

備
品

」
と

い
う

。
）

は
、

県
が

国
体

強
化

指
定

選
手

の
練

習
の

た
め

に
射

場

に
整
備
（
平
成
３
０
年
３

月
）
し
た
も

の
で
あ
り
、
整
備
以
来
国
体
強
化
指
定
選
手
の

練
習
に
専

ら
使
用
さ
れ

て

い
た
。
 

・
当
該
備
品

の
整
備
に
あ
わ
せ
て
国
体
強
化

指
定
選
手
専
用
レ
ー
ン

を
設
置
し
た
。
 

 

（
２
）
当
該
備
品
お
よ
び
福
井
県

立
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
セ

ン
タ
ー
の
管
理
に
つ
い
て
 

 
・

福
井

県
立

ア
ー

チ
ェ

リ
ー

セ
ン

タ
ー

（
以

下
「

セ
ン

タ
ー

」
と

い
う

。
）

は
、

福
井

県
立

ア
ー

チ
ェ

リ
ー

セ
ン

タ
ー
お
よ
び

福
井
県
立
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
の
管
理
に
関
す
る

基
本
協
定
書
（
以
下
「
基
本
協
定

書
」
と
い

う
。
）

に
基

づ
き

、
県

が
管

理
・

運
営

業
務

を
指

定
管

理
者

で
あ

る
福

井
県

ア
ー

チ
ェ

リ
ー

・
ク

ラ
イ

ミ
ン

グ
振

興
協
議
会
（

以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う

。
）
に
委
託
し
て
い
る

。
 

・
当

該
備
品
は

、
国

体
強

化
指

定
選
手
の

練
習

の
た
め

に
県

が
整
備

（
平

成
３
０

年
３

月
）

し
た

も
の

で
あ

り
、

当
時

の
基
本
協

定
書

（
指

定
管

理
期
間
 

平
成

２
８
年

４
月

１
日
か

ら
令

和
３
年

３
月

３
１
日

）
に

お
い

て
、

指

定
管

理
者
の
管
理
物
件
と
は
な
っ
て

い
な
い
。
 

 
 

（
３
）
当
該
備
品

の
破
損
お
よ
び
破
損
後
の
状
況

に
つ
い
て
 

 
 
ア
 
破
損
の

経
緯
 

・
令
和
３

年
１
月
８
日
（
金
）
か
ら
の
降

雪
に
よ
り
破
損
し
た
。

 

・
降
雪
に
備
え
、
事
前
（

１
月
８
日
）
に
天
幕
の
除
雪
な
ど
を
実

施
し
た
が
、
そ
の

後
予
想

外
の
大
雪
に
よ

り

同
月
１
１

日
に
破
損
し
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
た
。
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
イ
 
破
損
後

の
状
況
 

・
破
損
し
た
当
該
備

品
は
、
国
体

強
化
指
定
選
手
専
用
レ
ー
ン
の

後
方
の
射
場
外
へ

移
動
し

、
ア

ン
カ
ー
で
固

定
し

、
強

風
等

へ
の

対
策

を
行

う
な

ど
安

全
管

理
を

行
う

と
と

も
に

、
的

場
の

屋
根

付
き

ゲ
ー

ジ
の

一
部

を

射
場
に
移

動
し
雨
天
練

習
用
と
し
て

使
用

し
て
お

り
、
国
体
強

化
指
定
選
手

の
練
習

に
支

障
は

な
い
。

 

・
県
で
は

、
大
雪
に
よ
る
破
損
後
、
積
雪
に

強
い
も
の
を
再
整
備

す
る
こ
と
と
し
た
。
新
た

な
設
備
の

仕
様
の

確
定
に
は
時
間
を
要
す

る
こ
と
か
ら
、
工
事
は
令
和
３
年
度
に
行
う
こ

と
と
し
、
施

工
に

向
け

て
、
当
該
備
品

に
つ
い
て
対
応
可
能
な

県
内
外
の
業
者
と
協
議
を
進
め
た

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
ま

ん
延
に
伴

う
移
動
制
限
が
あ
っ
た

こ
と
な
ど
か
ら
仕
様
の
確
定
・
設
計
に
時

間
を
要
し
た

。
完
成
は
１
０
月
の

予
定
と
な

っ
て
い
る
。
 

 

 ２
 
判
 
 
断
 

 （
１
）
当
該
備
品

の
管
理
責
任
に
つ
い
て
 

当
該
備
品
は
、
国
体
強

化
指
定
選
手
の
練
習
用
と

し
て
県

が
整
備
し
た
も
の
で
あ
り
、
基
本
協

定
書
第
４
条
に

規
定
さ
れ
て
い

る
指
定
管
理

者
の
管
理
物

件
で
は
な
い
た
め
、
県
が
管
理
責
任

を
負
う
も
の
で
あ
る
。
 

 （
２
）

指
定
管
理
者
へ

の
賠
償
請
求
に
つ
い

て
 

上
述
の
と
お
り

、
当
該

備
品
の
管
理
責
任
は
県
が

負
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
指
定
管
理
者
に
賠

償
を
求
め
る
こ

と
は
適
当
で
な

い
。
 

 

 
（
３
）

当
該
備
品
に
係

る
県
の
管
理
状
況
に

つ
い
て

 

 
 
 
ア

 
破
損
前
の
状

況
 

「
顕
著
な
大

雪
に
関
す
る
福
井
県
気
象
情
報
」
が
発
表

さ
れ
た
た
め
、
大
雪
に
備
え
事
前
に

天
幕
の
除
雪
を

行
う
な
ど
破

損
防
止
措
置

を
講
じ
て
い

た
が
、
短
時
間

に
顕
著
な
降
雪
を
観
測
す
る

想
定
外
の
大
雪
で
あ
っ
た

こ
と
、
大
量
の

降
雪
に
よ
り
ア
ー
チ

ェ
リ
ー

場
は
使
用
不
能
と
な
り
、
直
ち
に
除
雪

等
の
対
応
を
取
る
こ
と
は

で
き
な
い
状

況
で
あ
っ
た

こ
と
等
を
考

慮
す
る
と
、
今

回
の
破
損
は
大
雪
と
い
う
不

可
抗
力
の
災
害
に
起
因
す

る
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら

れ
る
。
 

イ
 

破
損
後
の
状

況
 

破
損
後
、
当
該
備
品

を
射
場
外
へ
移
動
し
、
ア
ン
カ
ー
で
固
定

し
強
風
等
へ
の
対
策
を
行
う

な
ど
安
全
確
保

の
措
置
を
講

じ
て
い
る
。

 

さ
ら
に
、
的
場
の

屋
根
付
き
ゲ
ー
ジ
の
一
部
を
射
場
に
移
動
し
、
雨
天
練
習
用
と
し
て

使
用
し
て
お
り
、
国

体
強
化
指
定

選
手
の
練
習

に
支
障
は
生

じ
て
い
な
い
。
 

な
お
、
県
は
、
当
該

備
品
の
再
整

備
に
つ
い
て
、
対
応
可

能
な
県
内
外
の
業
者
と
協
議

を
進
め
た
。
積
雪
に

強
い

も
の

と
す

る
た

め
の

新
た

な
仕

様
の

検
討

や
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

ま
ん

延
に

伴
う

移
動

制

限
の
影
響
に

よ
り
作
業
に

時
間
を
要
し

た
も
の
の
、
現
在
、
再
整
備
工
事
の
着
工
に

向
け
て
準
備
が
進
め
ら
れ

て
い
る
。
 

 

以
上
の
こ
と
か

ら
、
県

は
破
損
前
に
つ
い
て
は
管

理
を
怠

っ
て
お
ら
ず
、
破
損
後
に
つ
い
て
も

適
切
に
管
理
を

行
っ
て
い
る
と

い
え
る
。
 

 

 
 ３
 

結
 
 
論
 

 

本
件
措
置
請

求
に
は

、
理
由
が
な
い
も
の
と
認
め
棄
却

す
る
。
 

 



15　令和３年８月31日（火） 福 井 県 報 第 160 号

公
安
委
員
会
規
則

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
��

�
��

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
��

�
�
��

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
��

�
�
��

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

��

�
�
��

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
��

�
�
��

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

��

�
�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
��

�
�
��

��

��

�
�
��

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
��

�
�
��

��

��

�
�
��

��

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��



　　令和３年８月31日（火） 16福 井 県 報 第 160 号

　
　

ア
 　

雑
踏

警
備

業
務

２
級

の
検

定
に

係
る

合
格

証
明

書
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
で

あ
っ

て
、

当
該

合
格

証
明

書
の

交
付

を
受

け
た

後
、

雑
踏

警
備

業
務

に
従

事
し

た
期

間
が

１
年

以
上

あ
る

者

　
　

イ
 　

福
井

県
公

安
委

員
会

が
、

ア
に

掲
げ

る
者

と
同

等
以

上
の

知
識

お
よ

び
能

力
を

有
す

る
と

認
め

る
者

４
　

検
定

試
験

の
方

法
お

よ
び

内
容

　
　

学
科

試
験

お
よ

び
実

技
試

験
に

よ
り

行
う

。

　
　

た
だ

し
、

学
科

試
験

に
合

格
し

な
か

っ
た

者
に

対
し

て
は

、
実

技
試

験
は

行
わ

な
い

。

　
⑴

　
雑

踏
警

備
業

務
１

級

　
　

ア
　

学
科

試
験

　
　

　
ア

　
警

備
業

務
に

関
す

る
基

本
的

な
事

項

　
　

　
イ

　
法

令
に

関
す

る
こ

と
。

　
　

　
ウ

　
雑

踏
の

整
理

に
関

す
る

こ
と

。

　
　

　
エ

　
雑

踏
警

備
業

務
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

。

　
　

　
オ

 　
人

の
雑

踏
す

る
場

所
に

お
け

る
負

傷
等

の
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

応
急

の
措

置
に

関
す

る
こ

と
。

　
　

イ
　

実
技

試
験

　
　

　
ア

　
雑

踏
の

整
理

に
関

す
る

こ
と

。

　
　

　
イ

　
雑

踏
警

備
業

務
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

。

　
　

　
ウ

 　
人

の
雑

踏
す

る
場

所
に

お
け

る
負

傷
等

の
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

応
急

の
措

置
に

関
す

る
こ

と
。

　
⑵

　
雑

踏
警

備
業

務
２

級

　
　

ア
　

学
科

試
験

　
　

　
ア

　
警

備
業

務
に

関
す

る
基

本
的

な
事

項

　
　

　
イ

　
法

令
に

関
す

る
こ

と
。

　
　

　
ウ

　
雑

踏
の

整
理

に
関

す
る

こ
と

。

　
　

　
エ

 　
人

の
雑

踏
す

る
場

所
に

お
け

る
負

傷
等

の
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

応
急

の
措

置
に

関
す

る
こ

と
。

　
　

イ
　

実
技

試
験

　
　

　
ア

　
雑

踏
の

整
理

に
関

す
る

こ
と

。

　
　

　
イ

 　
人

の
雑

踏
す

る
場

所
に

お
け

る
負

傷
等

の
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

応
急

の
措

置
に

関
す

る
こ

と
。

５
　

申
請

手
続

等

　
⑴

　
受

付
期

間

　
　

 　
令

和
３

年
１

０
月

２
５

日
（

月
）

か
ら

同
年

１
０

月
２

９
日

（
金

）
ま

で
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

０
時

ま
で

お
よ

び
午

後
１

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
の

間

　
　

　
た

だ
し

、
定

員
に

な
り

次
第

受
付

を
終

了
す

る
。

　
⑵

　
検

定
申

請
書

等
の

提
出

先

福
井
県
公
安
委
員
会
告
示
第
１
０
６
号

　
警

備
業

法
（

昭
和

４
７

年
法

律
第

１
１

７
号

）
第

２
３

条
第

１
項

に
規

定
す

る
検

定
を

次
の

と
お

り
実

施
す

る
。

　
　

令
和

３
年

８
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
公

安
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
奥

井
　

隆

１
　

検
定

の
区

分
、

実
施

日
、

時
間

お
よ

び
場

所

　
⑴

　
検

定
の

区
分

、
実

施
日

お
よ

び
時

間

　
　

ア
　

学
科

試
験

検
定

の
区

分
実

施
日

実
施

時
間

雑
踏

警
備

業
務

１
級

令
和

3
年

1
1
月

3
0
日

（
火

）

午
前

9
時

3
0
分

か
ら

午
前

1
1
時

ま
で

雑
踏

警
備

業
務

２
級

午
後

2
時

か
ら

午
後

3
時

3
0
分

ま
で

　
　

イ
　

実
技

試
験

検
定

の
区

分
実

施
日

実
施

時
間

雑
踏

警
備

業
務

１
級

令
和

4
年

1
月

6
日

（
木

）

午
後

1
時

か
ら

午
後

5
時

ま
で

雑
踏

警
備

業
務

２
級

午
前

8
時

3
0
分

か
ら

正
午

ま
で

　
⑵

　
実

施
場

所

　
　

ア
　

学
科

試
験

　
　

　
　

福
井

県
福

井
市

大
手

３
丁

目
１

７
番

１
号

　
　

　
　

福
井

県
警

察
本

部
地

下
１

階
Ｂ

１
０

２
会

議
室

　
　

イ
　

実
技

試
験

　
　

　
　

福
井

県
越

前
市

余
田

町
第

２
号

１
番

地
１

　
　

　
　

福
井

県
警

察
本

部
交

通
部

運
転

免
許

課
丹

南
分

室

２
　

定
員

　
　

各
２

０
人

３
　

受
検

資
格

　
⑴

　
雑

踏
警

備
業

務
２

級

　
　

　
福

井
県

内
に

住
所

を
有

す
る

者
ま

た
は

福
井

県
内

の
営

業
所

に
所

属
す

る
警

備
員

　
⑵

　
雑

踏
警

備
業

務
１

級

　
　

　
⑴

に
掲

げ
る

者
で

あ
っ

て
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の

公
安
委
員
会
告
示
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検

定
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

（
以

下
「

検
定

申
請

者
」

と
い

う
。

）
の

住
所

地
ま

た
は

検
定

申
請

者
の

属
す

る
営

業
所

の
所

在
地

を
管

轄
す

る
警

察
署

　
　

 　
な

お
、

原
則

と
し

て
本

人
が

直
接

申
請

す
る

こ
と

と
し

、
郵

送
や

代
理

人
に

よ
る

申
請

は
認

め
な

い
。

　
⑶

　
提

出
書

類
等

　
　

ア
　

検
定

申
請

書
　

１
通

　
　

イ
 　

写
真

（
申

請
前

６
月

以
内

に
撮

影
し

た
無

帽
、

正
面

、
上

三
分

身
、

無
背

景
、

縦
３

セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル
、

横
２

．
４

セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル
の

写
真

で
、

そ
の

裏
面

に
氏

名
お

よ
び

撮
影

年
月

日
を

記

載
し

た
も

の
）

　
２

葉

　
　

ウ
 　

検
定

申
請

者
の

住
所

地
を

管
轄

す
る

警
察

署
に

申
請

す
る

者
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
者

の
住

所
地

を
疎

明
す

る
書

面
　

１
通

　
　

エ
 　

警
備

員
で

そ
の

者
が

属
す

る
営

業
所

の
所

在
地

を
管

轄
す

る
警

察
署

に
申

請
す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

者
が

当
該

営
業

所
に

属
す

る
こ

と
を

疎
明

す
る

書
面

　
１

通

　
　

オ
 　

３
⑵

ア
に

該
当

す
る

者
に

あ
っ

て
は

、
雑

踏
警

備
業

務
２

級
の

検
定

に
係

る
合

格
証

明
書

の
写

し
お

よ
び

当
該

合
格

証
明

書
の

交
付

を
受

け
た

後
、

当
該

業
務

に
従

事
し

た
期

間
が

１
年

以
上

で

あ
る

こ
と

を
疎

明
す

る
書

面
　

各
１

通

　
　

カ
　

３
⑵

イ
に

該
当

す
る

者
に

あ
っ

て
は

、
当

該
疎

明
書

面
　

１
通

　
⑷

　
受

検
手

数
料

　
　

 　
１

３
，

０
０

０
円

に
相

当
す

る
福

井
県

証
紙

に
よ

り
納

入
す

る
も

の
と

し
、

検
定

申
請

書
提

出
時

に
提

出
す

る
こ

と
。

　
　

　
な

お
、

納
付

さ
れ

た
受

検
手

数
料

は
、

返
還

し
な

い
。

６
　

そ
の

他

　
⑴

　
検

定
受

検
時

の
携

行
品

　
　

ア
　

学
科

試
験

　
　

　
・

　
筆

記
用

具

　
　

イ
　

実
技

試
験

　
　

　
・

　
筆

記
用

具

　
　

　
・

　
室

内
用

運
動

靴

　
⑵

　
受

検
票

の
交

付

　
　

　
受

検
票

は
、

学
科

試
験

当
日

の
受

付
時

に
交

付
す

る
。

７
　

検
定

に
関

す
る

問
合

せ
先

　
　

福
井

県
警

察
本

部
生

活
安

全
部

生
活

安
全

企
画

課

　
 　

電
話

０
７

７
６

－
２

２
－

２
８

８
０

（
内

線
３

１
９

２
、

３
１

９
３

）
ま

た
は

各
警

察
署

生
活

安
全

課
（

係
）

福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示

福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
３
－
８
号

　
漁

業
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
２

６
７

号
）

第
１

２
０

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

次
の

と
お

り
制

限
す

る
。

　
　

令
和

３
年

８
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

海
区

漁
業

調
整

委
員

会

　
　

　
　

　
　

　
会

長
　

小
林

　
利

幸

第
１

　
底

び
き

網
漁

業
の

操
業

の
制

限

　
　

 　
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
海

域
に

お
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
右

欄
に

掲
げ

る
期

間
、

底
び

き
網

漁
業

の
操

業
を

禁
止

す
る

。

海
域

期
間

次
の

点
１

、
２

、
３

、
４

、
５

、
６

、
７

、
８

、
９

、
１

 

０
、

１
１

、
１

２
、

１
３

、
１

４
、

１
５

、
１

６
、

１
７

、
１

８
、

１
９

、
２

０
、

２
１

、
２

２
、

２
３

、
２

４
、

２
５

お
よ

び
１

の
各

点
を

順
次

に
結

ぶ
線

に
よ

っ
て

囲
ま

れ
た

海
域

　
１

 　
福

井
県

と
石

川
県

の
陸

岸
の

境
界

の
地

点
か

ら
真

方
位

3
1
5
度

の
方

向
に

引
い

た
直

線
上

に
お

け
る

水
深

3
5
0
ｍ

の

地
点

　
２

　
北

緯
3
6
度

3
3
.6

8
2
分

　
東

経
1
3
5
度

5
3
.8

2
4
分

　
３

　
北

緯
3
6
度

1
5
.1

8
4
分

　
東

経
1
3
5
度

4
0
.8

2
6
分

　
４

　
北

緯
3
6
度

0
9
.1

8
5
分

　
東

経
1
3
5
度

3
3
.8

2
7
分

　
５

 　
福

井
県

と
京

都
府

の
陸

岸
の

境
界

の
地

点
か

ら
正

北
の

方
向

に
引

い
た

直
線

上
に

お
け

る
水

深
3
5
0
ｍ

の
地

点

　
６

 　
福

井
県

と
京

都
府

の
陸

岸
の

境
界

の
地

点
か

ら
正

北
の

方
向

に
引

い
た

直
線

上
に

お
け

る
水

深
2
5
0
ｍ

の
地

点

　
７

　
北

緯
3
5
度

5
9
.4

8
6
分

  東
経

1
3
5
度

2
9
.8

2
8
分

　
８

　
北

緯
3
5
度

5
8
.3

3
6
分

　
東

経
1
3
5
度

3
2
.8

2
7
分

　
９

　
北

緯
3
5
度

5
3
.1

8
7
分

　
東

経
1
3
5
度

4
3
.1

7
7
分

１
０

　
北

緯
3
5
度

5
5
.6

8
7
分

　
東

経
1
3
5
度

4
9
.3

2
7
分

１
１

　
北

緯
3
6
度

0
0
.1

8
6
分

　
東

経
1
3
5
度

5
2
.3

2
8
分

１
２

　
北

緯
3
6
度

0
2
.3

3
6
分

　
東

経
1
3
5
度

5
1
.7

2
8
分

１
３

　
北

緯
3
6
度

0
6
.5

8
5
分

　
東

経
1
3
5
度

4
9
.8

2
5
分

１
４

　
北

緯
3
6
度

1
1
.6

8
5
分

　
東

経
1
3
5
度

4
4
.8

2
6
分

１
５

　
北

緯
3
6
度

1
1
.1

8
5
分

　
東

経
1
3
5
度

4
0
.8

2
6
分

１
６

　
北

緯
3
6
度

1
2
.1

8
5
分

　
東

経
1
3
5
度

4
0
.8

2
6
分

１
７

　
北

緯
3
6
度

1
4
.6

8
4
分

　
東

経
1
3
5
度

4
1
.3

2
6
分

１
８

　
北

緯
3
6
度

1
6
.6

8
4
分

　
東

経
1
3
5
度

4
2
.8

2
6
分

１
９

　
北

緯
3
6
度

1
9
.3

8
4
分

　
東

経
1
3
5
度

4
6
.8

2
5
分

毎
年

３
月

２
１

日
か

ら
そ

の
年

の
６

月
３

０
日

ま
で

（
た

だ
し

、
鋸

埼
か

ら
正

北
の

線
以

西
に

つ
い

て
は

そ
の

年
の

５
月

３
１

日
ま

で
）

毎
年

９
月

１
日

か
ら

そ
の

年
 

の
１

１
月

５
日

ま
で
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発　
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発
行
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〒
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-

八
五
八
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福
井
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福
井
市
大
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三
丁
目
十
七
番
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号　

福　

井　

県

２
０

　
北

緯
3
6
度

1
9
.1

8
4
分

　
東

経
1
3
5
度

5
0
.8

2
5
分

２
１

　
北

緯
3
6
度

2
2
.6

8
4
分

　
東

経
1
3
5
度

5
2
.8

2
5
分

２
２

　
北

緯
3
6
度

2
4
.6

8
3
分

　
東

経
1
3
5
度

5
5
.8

2
4
分

２
３

　
北

緯
3
6
度

2
6
.6

8
3
分

　
東

経
1
3
5
度

5
8
.8

2
4
分

２
４

　
北

緯
3
6
度

2
8
.1

8
3
分

　
東

経
1
3
6
度

0
0
.8

2
4
分

２
５

 　
福

井
県

と
石

川
県

の
陸

岸
の

境
界

の
地

点
か

ら
真

方
位

3
1
5
度

の
方

向
に

引
い

た
直

線
上

に
お

け
る

水
深

2
5
0
ｍ

の

地
点

上
記

の
点

１
６

、
１

７
、

１
８

、
１

９
、

２
０

お
よ

び
１

６
 

を
順

次
に

結
ぶ

線
に

よ
っ

て
囲

ま
れ

た
海

域

毎
年

６
月

１
日

か
ら

そ
の

年
の

６
月

３
０

日
ま

で

（
世

界
測

地
系

）

第
２

　
指

示
の

有
効

期
間

　
　

　
令

和
３

年
９

月
１

日
か

ら
令

和
８

年
８

月
３

１
日

ま
で


